
  

一 

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二 

振
興
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

衛
生
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
整
備
改
善 

ロ 

技
術
の
開
発 

ハ 

経
営
管
理
の
近
代
化 

ニ 

事
業
の
共
同
化 

ホ 

利
用
者
又
は
消
費
者
の
需
要
に
対
応
し
た
魅
力
あ
る
役
務
又
は
商
品
の
創
出 

ヘ 

役
務
又
は
商
品
及
び
こ
れ
ら
に
係
る
情
報
の
提
供
方
法
の
改
善 

ト 

従
事
者
の
技
能
の
改
善
向
上 

チ 

取
引
関
係
の
改
善 



 

二 

リ 

イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
振
興
の
目
標
の
達
成
に
必
要
な
事
項 

第
六
十
三
条
の
二
中
「
地
方
公
共
団
体
は
」
の
下
に
「
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
を
取
り
巻
く
状
況
を
的
確
に
踏
ま
え
つ
つ
」

を
加
え
、
「
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
振
興
に
つ
い
て
の
先
進
的
な
取
組
に

関
す
る
情
報
そ
の
他
の
情
報
の
収
集
及
び
提
供
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
を
担
う
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
の
支

援
そ
の
他
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
振
興
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
よ
り
経
済
的
な
影
響
を
受
け
た
営
業
者
の
支
援
） 

３ 

国
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
二
年
一
月

に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関
に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。
）
で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。
）
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
経
営
に
深
刻
な

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
当
該
影
響
を
受
け
た
営
業
者
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



  

三 

附 

則 
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  

五 

理 

由 
生
活
衛
生
関
係
営
業
を
め
ぐ
る
現
状
に
鑑
み
、
振
興
指
針
に
定
め
る
事
項
の
拡
充
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
へ
の
支
援
の
充
実

等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


